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【変更内容】
① 印刷用会社マスタへ設定した登録番号を印字
② 諸費用課税計の位置を変更
③ 諸費用非課税計の位置を変更
④ 整備分合計の集計値を変更

旧：(技術料小計+部品代小計)×1.1%
新：(技術料小計+部品代小計+諸費用課税小計)×1.1%

⑤ 課税対象合計、消費税率、消費税合計を印字

※なお、ES-1の様式については、明細行毎の消費税表示のため、対応ができません。

画面：見積書・請求書印刷（ES-3様式）


